
運行時間 フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様 
ご要望・ご意見等 

宇部市交通局 
運行時間変更 

分類

①現状確認 【標準期間 ２週間】 

確認事項 

・バスの運行状況（各停留所通過時間等）を確認 

・変更後の利用ニーズを検討 

⑦運輸局申請 【標準期間 １か月】 

・所管部署へ申請 

 

回答 
申請不許可 

停留所設置及び運行開始時期を決定→運行開始 

  原則、１０月に運行開始 

 

申請許可 

設定可 

回答 

⑤ダイヤ編成 【標準期間 1か月】 

・始発時刻及び各停留所の通過時刻を設定 

 

関係機関承諾 

設定不可
回答 

④関係機関協議 【標準期間 1か月】 

・運行ルート上の施設等 

協議の内容によって、標準期間以上の日数が必要となります。

調整可 

関係路線調整不可 
回答 

③関係路線調整 【標準期間 1か月】 

・乗り継ぎ及び同ルートを運行する路線の時刻を調整 

利便性の向上につながる

関係機関不承諾 
回答 

変更は困難
回答 

②乗降調査【標準期間 2週間】 

・変更予定区間の利用状況を調査 

・時間の変更による、利便性を検討 

 

条件を満たす 

回答 
変更は困難


